
2021年4月19日
独立行政法人国際協力機構

筑波センター

通番 該当頁 該当項目 質問 回答
1 P.2 （3） 契約履行期間 本邦研修の場合、本プログラム期間は2週間という理解

でよろしいでしょうか。
ご理解の通り、本邦研修のプログラム期間は2週間を想
定しています。

2 P.16 4． 技術研修期間 「遠隔研修の場合、2021 年度はアジア・大洋州からの
みの参加のため、標準研修時間帯は午後 2 時から午後
5 時までの間を予定している。但し、2022 年度、 2023
年度は中南米・アフリカが参加対象国に含まれる可能性
もあるため、時差も踏まえた対応を検討すること。」と
あるが、本邦研修を想定してあるため、考慮する必要が
ないのでは。

ご質問のとおり、現時点では2022年度及び2023年度の
研修は来日することを想定しているため、時差を踏ま
えた対応を考慮する必要はありません。ご指摘の部分
は、「2021年度は遠隔研修を実施し、アジア・大洋州
の国の研修員の参加を予定しているため、研修の実施
時間は午後2時から午後5時（日本時間）の間を想定し
ている。」に訂正いたします(但し～以降を削除）。

以上

回答書

2021-2023年度課題別研修「パリ協定下の『国が決定する貢献』前進に向けた能力強化」コース研修委託業務（筑波センター）（公示日：2021年3月3
日）について、配布しました企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。


